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　改正雇用保険法は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」
の強化などのため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係
る安定的な財政運営の確保などを目指し、令和 6 年 5 月 10 日に国会で可決成立し、5 月 17 日に公
布されました。概要は次の通りで、施行期日は公布日（令和 6 年 5 月 17 日）から令和 10 年 10 月
1 日までの間に、下記の 4 項目が施行されます。
1. 雇用保険の適用拡大【施行期日 : 令和 10年 10月 1日】
＊雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20 時間以上」から「10 時間以上」に変更し、適用対象を

拡大する。　➡　これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象
から除外しない。【施行期日 : 令和 7年 4月 1日】

2. 教育訓練やリ・スキリング支援の充実
①自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付

制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする。
➡　自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則 2 か月としているが、1 か月に短縮する。5 年以内に
2 回を超える場合は 3 か月。【施行期日 : 令和 7年 4月 1日】

②教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を
受講費用の最大 70% から 80% に引き上げる　➡　教育訓練受講による賃金増加や資格取得等などを要件とした追
加給付（10%）を新たに創設する。
【施行期日 : 令和 6年 10月 1日】

③自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支え
るため、基本手当に相当する新たな給付金「教育訓練休暇給付金」を創設する。【施行期日 : 令和 7年 10月 1日】

3. 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
①育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置（本来は給付費の 1/8 だが、暫定措置で 1/80 とされている。）を廃

止する。【施行期日 : 令和 6年 5月 17日】
②育児休業給付の保険料率を引き上げつつ (0.4% → 0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ (0.5% → 0.4%) られ

るようにする。　➡　①及び②により、当面の保険料率は現行の 0.4% に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に
備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する。【施行期日 : 令和 7年 4月 1日】

4. その他雇用保険制度の見直し
* 教育訓練支援給付金の給付率の引下げ ( 基本手当の 80% → 60%) 及びその暫定措置の令和 8 年度末までの継続、介

護休業給付に係る国庫負担引下げなどの暫定措置の令和 8 年度末までの継続ならびに就業促進手当の所要の見直し
などを実施する。【施行期日 : 令和 7年 4月 1日】

　今回の改正雇用保険法で大きく変更されている点は、①教育訓練給付の拡充および被保険者の要件の週所定労働時間
を「20 時間以上」から「10 時間以上」に変更し、適用対象の拡大を図った（施行期日 : 令和 10 年 10 月 1 日）ことで
す。次回は、令和 6 年 10 月 1 日から施行される「教育訓練給付金」について概要を見て行きたいと思います。

出典 : 厚生労働省ホームページ（一部筆者により編集、加筆修正をしています。）

< 参考資料 >
雇用保険法等の一部を改正する法律（令和 6 年法律第 26 号）の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf

改 正 前 専門実践 特定一般

➡

改 正 後 専門実践 特定一般

本体給付 50％ 40％ 本体給付 50％ 40％

追加給付①
（資格取得等） 20％ ― 追加給付①

（資格取得等） 20％ 10％

追加給付②
（賃金上昇） ― ― 追加給付②

（賃金上昇） 10％ ―

最大給付率 70％ 40％ 最大給付率 80％ 50％

改正雇用保険法の概要について　― その１―
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！

スタートアップを活用したオープンイノベーション
本号の執筆担当は、スタートアップに関わる様々な業務を経験し、自身が代表を務める BASE ONE 税理士法人に
おいてもスタートアップの税務顧問となる機会が多くございます。そういった背景からも、本号では一般の事業会
社がスタートアップを活用する意義を考察し、スタートアップに関連する税制の中でもオープンイノベーション促
進税制をご紹介いたします。
　
１．そもそも “スタートアップ” とは？

　スタートアップを単に「起業して間もない会社」と解釈している人もいるかもしれませんが、経済産業省の「2024 年度版スタートアッ
プ育成に向けた取組の解説資料」では、スタートアップについて以下のような説明がされています。

①新しい企業であって、
②新しい技術やビジネスモデル（イノベーション）を有し、
③急成長を目指す企業

　また、同資料にはスタートアップの意義として以下 3 点を挙げています。
■経済成長のドライバー。将来の所得や財政を支える新たな担い手。
■雇用創出にも大きな役割。
■新たな社会課題を解決する主体としても重要。

　ご存じの方も多いかと思われますが、日本政府は 2022 年を「スタートアップ創出元年」と銘打ち、スタートアップを生み育むエコ
システムの構築を目指し、各種政策を推進しています。このように新しいイノベーションを有し急成長を目指すスタートアップへの社
会的期待もますます大きくなり、皆様も何らかのかたちでスタートアップ企業と関わる場面が増えてきているのではないかと思います。

2．スタートアップを活用したオープンイノベーション
　オープンイノベーションとは、製品開発や技術革新、研究開発や組織改革などにおいて、自社以外の組織や機関などが持つ知識や技
術を取り込んで自前主義からの脱却を図ることです。
　スタートアップを活用したオープンイノベーションの一例として、一般の事業会社（大企業や地方の中堅・中小企業）が、有望なスター
トアップへの出資や M&A を通して、当該スタートアップが持つ新しい技術やビジネスモデルを自社の既存ビジネスと組み合わせたり、
自社に取り込み新規事業の柱としたりする取組があります。
　国内スタートアップの資金調達額は直近 10 年で約 10 倍に成長しており（※）、これはスタートアップを活用したオープンイノベー
ションが活発になっていることもその要因のひとつとして考えられます。

（※）国内スタートアップの資金調達額 2013 年：887 億円→ 2023 年：8,500 億円程度（2024 年度版スタートアップ育成に向けた
取組の解説資料より）

3．オープンイノベーション促進税制 
　オープンイノベーション促進税制は、「国内事業会社又は国内 CVC が、オープンイノベーションにより新事業開拓・生産性向上を図
ることを目的に、一定の要件を満たすスタートアップ企業に出資する場合、取得価額の 25% を課税所得から控除する制度」です。
　これまで新規発行株式の取得のみ（新規出資型）が同税制の適用対象であったところ、令和５年度税制改正において、M&A 時の発
行済株式の取得（M&A 型）も適用対象とする拡充が行われ、また新規出資型についても一部制度の見直しが行われました。また令和
６年度税制改正において、適用期限が２年間延長（令和７年度末まで）されました。
　オープンイノベーション促進税制は、以下の表の通り、新規出資型と M&A 型に対する制度目的の違いから、制度内容に差異を設け
ています。各種要件等の詳細については経済産業省のウェブサイトをご参照下さい。

（※ 1） 対象法人が所得控除を受けるためには、対象となる取得株式の 25% 以下の金額を特別勘定の金額として経理する必要があり、
一定期間（新規出資型は取得日から 3 年、M&A 型は 5 年）の間にスタートアップ企業とオープンイノベーションを継続していると認
められない場合（例：取得株式を譲渡した場合、等）には特別勘定を取り崩し、取り崩した事業年度において益金算入する必要がある。

（※ 2）さらに M&A 型については、５年以内に成長投資・事業成長の要件を達成し証明を受けない場合も、特別勘定を取り崩し益金
算入する必要がある。

　オープンイノベーション促進税制の適用を受けるには、出資者・スタートアップの双方が電子申請サービス「gBiz FORM」で申請
する必要があります。具体的には、①初年度の「新規証明申請（事前相談を行ったうえで本申請）」、②次年度以降の「継続証明申請」、
③要件達成後の「成長発展証明申請（M&A 型のみ）」という流れを経ることになります。各段階で申請時期や申請方法が異なりますので、
詳細については経済産業省ウェブサイトよりご確認下さい。

４．おわりに
　以上のように、経済成長のドライバーとしてスタートアップに大きな期待が寄せられ、近年のスタートアップ市場が過熱している中、
足下では多くの中堅・中小企業が「高い技術力」「安定した経営体制」を保有しています。地方でも、多くのスタートアップや中堅・
中小企業がそれぞれの目標に向かって日々活動していますが、商習慣の違い、コミュニティの違いなどから、接点が少なく、互いのこ
とを知らない状態です。中堅・中小企業の中には、新たな取組による市場の創出を模索している人もいますが、新市場創出のためには
これまでにない視点や発想で新しいビジネスを生み出すスタートアップとのオープンイノベーションが、非常に有効だと考えています。
　本号ではオープンイノベーション促進税制に関して詳細まではご説明できませんでしたが、これを機会にスタートアップへのご関心
を持って頂けると幸いです。他にもスタートアップに関連する税制として、ストックオプション税制、エンジェル税制、パーシャルス
ピンオフ税制、イノベーションボックス税制などもございますので、機会があればご紹介できればと思います。

東京地方税理士会　藤沢支部
阪上晃亮税金よもやま話 第

135
回

新規出資型 M&A型

制度目的
スタートアップへの新たな資金の供給を促進し、生産性向上につ
ながる事業革新を図るための事業会社によるオープンイノベーシ
ョンを促進

スタートアップの出口戦略の多様化を図るため、スタートアップ
の成長に資するM&Aを後押し

対象株式 新規発行株式 発行済株式（50%超の取得時）
株式取得上限額 50億円 /件 200億円 /件

株式取得下限額
大企業 1億円 /件
中小企業１千万円 /件
※海外スタートアップの場合、一律５億円 /件

５億円 /件

保有期間 取得株式の 3年以上の保有を予定していること 取得株式の 5年以上の保有を予定していること
所得控除 取得株式の 25%を所得控除（※ 1,2）
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しおかぜ　第363号


